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滝野川小学校六年　花井　梓里 滝野川もみじ小学校六年　長岡　青生

第10回 税に関する絵はがきコンクール
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北区長賞受賞 北区教育長賞受賞

軽自動車税（種別割）について

北区の税金

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)の納期限

北区の税証明
税証明の申請
税証明Q＆A



　私は幼い頃から喘息を持っていて、多い時には一月に三回病院に通っていました。当時は
全然気にしませんでしたが、社会の授業で治療費はすべて税金から支払われていたことを習
いました。
 保険証と医療証を提出するだけで診察できるイメージが強く、税金によって支払われている
ことは今まで意識してきませんでした。しかし、この作文を書く上で改めて税金について考
えたり調べたりして私達の住んでいる北区はたくさんの場所で税金を使っていることがわか
りました。北区では健康づくりや健康診断などに千円中三十二円もの税金が使われています。
私はこのことを知って病気やけがを病院で治すことが当たり前ではなく、税金があってこそ
だと思いました。今も私は、定期的に病院へ行き保険証と医療証を提出し診察をしてもらっ
ています。また、治療の際に必要な薬も税金を使用して受け取ることができ税金のおかげで
とてもよい環境で治療を受けられていることを実感しました。この二つの北区の税金による
サポートを踏まえて、中学生まで無料で病院や薬局を利用できることに感謝していく必要が
あると思います。
 私は最近、校舎を利用していく中で税金のありがたさを感じることが多々あります。私の通
っている中学校は今年度から新校舎になり最新の設備がそなわっています。体育館には冷暖
房が備わっており、冷水器も各フロアに二台ずつ設置されました。私は運動部に入っており
体育館で活動することが多くありました。去年の夏はまだ旧校舎の冷房がない体育館で活動
していたため体調を悪くしてしまう生徒がでてしまいました。しかし、今年から最新設備の
整った体育館や教室で授業を受けることができて、税金を払ってくださっているすべての人
への感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいです。
 また、北区は税金の歳出のうち、福祉費に五十パーセント以上を使っています。北区は他の
何よりも福祉に力を入れていて、その背景には少子高齢化が関わっているのではないかと考
えました。北区は二十三区の中でも一番高齢化率が高く、四人に一人が高齢者だからです。
たくさんの高齢者を支えるために北区は税金を使っているのだと思います。
 北区の街を注意してみてみると駅や公園、お店などのトイレがユニバーサルデザインになっ
ていることに気づきました。また最近、学校の前の信号に音響式信号機が設置されすべての
人が暮らしやすい環境づくりを北区は実施しはじめました。
 税金は私が快適に暮らす上で不可欠であり、税金の使い道を見ればその区の特色を一目で知
ることができる大切なものだと思います。これから私達中学生は税金を使うだけでなく払い
地域の人々を支えていく立場になります。普段から支え合いを意識しながら生活していきた
いと思います。

令和元年度「税についての作文」北区長賞受賞

北区立稲付中学校　三年　 芦田　千夏

支え合いのための税
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1 ,556億3,000万円

1 ,556億3,000万円

305億4,100万円

121億8,338万円

177億3,344万円

865億7,050万円50億5,062万円

52億4,682万円

28億8,097万円

145億2,364万円

186億5,320万円
49億7,081万円

502億円

418億5,257万円

74億8,200万円

92億4,705万円

41億2,400万円

32.3％32.3％

55.6％3.3％

12％

26.9％

4.8％
5.9％

7.9％
19.6％

2.6％

26.9％

4.8％
5.9％

7.9％
19.6％

2.6％

55.6％3.3％

12％

令和2年度一般会計当初予算

3.4％
1.9％
9.3％

3.1％ 11.4％

3.4％
1.9％
9.3％

3.1％ 11.4％
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その他（基金の積立や予備費など）

高齢の方や障害のある方などのために

【令和2年度当初予算より】
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北区に住んでいる人が、収入に応じて収める税。地域サービスの費用
の共同負担という性格があります。
※北区に住んでいなくても、区内に事務所、事業所または家屋敷があ
る場合は課税されます。

種別割：原付バイクや軽自動車等を所有している人が納める税。
環境性能割：軽自動車を取得したときにかかる税。区税ですが東京都
が徴収しています。

北区内で販売されているたばこを消費した人が負担する税。

※固定資産税・特別土地保有税・事業所税・都市計画税は、本来、市町村で課税されるものですが、
東京２３区では、特例により都税として課税されます。

※上記のほか、区税として課税されるものに鉱山税（鉱物の採掘業者が納める税）、入湯税（鉱泉浴
場の入湯に関する税）がありますが、北区では課税実績がありません。

北区の税金

軽自動車税
（種別割）
（環境性能割）
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都税事務

（たとえば、課税を行う年度が令和2年度の場合、令和2年1月1日現在の住所地で、平成31

年1月から令和元年12月までの所得に対して課税されます。）

所（33頁参照）へおたずねください。
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3 ,0 0 0 3 ,5 0 0
1 ,0 0 0 1 ,5 0 0
4 ,0 0 0 5 ,0 0 0

※ただし、非課税になる場合があります。
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6
非課税になる方

要　　　　　　　件

以下の表に当てはまる方は住民税が非課税となります。１月１日現在の状況によって判定

します。

所得割：非課税

均等割：非課税

所得割：非課税

次に掲げる所得は、住民税の計算対象から除かれる、非課税所得の一例です。

（１ヵ月15万円が限度）

（１５項※３参照）

（１０項※３参照）
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　区役所へ特別区民税・都民税申告書を

区から送付される納付書で、区役所や金融
機関窓口等で納付します（口座振替も可能）。
本人が納める方法を「普通徴収」といいま
す。

給与所得にかかる住民税は、原則として、
毎月支給される給与から引き落としされま
す。給与支払者が納める方法を「特別徴収」
といいます。

詳しくは 24頁をご覧ください。
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個人住民税の計算の流れ

※上記「所得割額算出方法」により算出した額

給与所得・年金所得の場合は、必要経費の代わりに給与所得控除・公的年金等控除をマイナスしま
す（計算方法は11・13頁参照）。

収入よりも必要経費が上回った「赤字の所得」がある場合は、一定の方法で、他の「黒字の所得」
からその赤字分をマイナスします（これを「損益通算」といいます）。

前の年度などに「赤字の所得」がある場合は、一定の方法で、今年度の「合計所得金額」からその
赤字分をマイナスします（これを「損失の繰越控除」といいます）。　　　　　　　　　　　　　
「損失の繰越控除」をした後の金額を、「総所得金額等」といいます。

所得控除には、医療費控除・社会保険料控除・扶養控除などがあります（14〜18頁参照）。

土地建物・株式の譲渡による所得など、給与や年金とは分けて課税するものは、これとは別に特別
な税率を使います（これを「分離課税」といいます）。

調整控除額の計算方法は、20〜21頁参照。

税額控除には、配当控除・住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）・寄附金税額控除・外国
税額控除・配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除があります（19頁参照）。

※１
　　

※２
　

※３
　　
　

※４

※５
　

※６

※７

前
年
中
の
収
入
金
額

必

要

経

費

所

得

金

額

合
計
所
得
金
額

総
所
得
金
額
等

所得割額算出方法

年税額算出方法

所
得
控
除
額

課
税
標
準
額

税　

率

特別区民税　６％

都　民　税　４％

※



※特定支出控除を受けるには、税務署への確定申告が必要です。
※確定申告の詳細については、税務署（33頁参照）へおたずねください。

令和 2 年度住民税は平成 31 年 1 月から令和元年 12 月までの 1 年間の
所得に対して課税されます。
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　公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。利子所得には必要経費がない
ため、収入がそのまま所得になります。なお利子所得は、所得税 15％･住民税 5％の割合で引
き落とし（源泉分離課税という）されます。
※日本国外の銀行の利子等、所得割（総合課税）の対象になるものもあります。

事業所得=事業収入－必要経費

配当所得=配当収入－借入金の利子※

譲渡所得=譲渡収入－必要経費－特別控除（50万円限度）

不動産所得=不動産収入－必要経費
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7

④　均等割額

⑤　住民税額

住民税額



58

 2令和

昭和
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A

A

A

A

Q

Q

Q

Q

※災害に遭われたときなど､申請により住民税の減免が認められる場合がありますので、納期
　限の7日前までに、税務課課税担当にご相談ください｡

　申告がありませんと、所得があるかないか
判断できず、何度も申告書をお送りしたり、
非課税証明書が発行できずにご迷惑をおかけ
することになります。また、国民健康保険、
介護保険などの保険料算定の基礎資料ともな
りますので、申告が必要です。

　この場合Ｂ社からの給与収入が２０万円以
下であるので、所得税の確定申告は必要あり
ませんが、住民税は金額にかかわらず申告す
る必要がありますので、前年中の収入金額を
区役所へ申告して頂くことになります。

収入がなくても申告は必要か

死亡した人の税金は？

転出をした場合

2カ所以上から給与がある場合

23

Q 年金からの特別徴収が中止になる場合
住民税はすべて年金から引かれているのに、また
納税通知書が届きました。さらに納める必要があ
りますか。

令和2年4月に夫が亡くなりました。夫の令和2年
度分の住民税は支払う必要はありますか。

私は令和元（平成31）年中病気のため、全く
収入がないにもかかわらず７月に申告書が送
られてきました。収入がなくても申告は必要
でしょうか。

私は令和2年1月4日に北区から転出しました
が、6月に北区から納税通知書が届きました。
住民税は現住所の自治体に納めるのではない
でしょうか。

A　年金からの特別徴収開始後、他の市区町村
への転出、税額の変更、年金支給停止、支給
対象者が亡くなったなど、年金からの特別徴
収が中止となる場合があり、中止となった場
合には、引くことができなかった住民税を普
通徴収によって納めていただく必要がありま
す。

　令和2年1月1日の住所地が北区であれば、
その後転出されても令和2年度分の住民税は
北区に納めていただくことになります。

※年金からの特別徴収については25頁参照



１０

1

2

3

4

5

24

等

等

等

等
等

住民税の納税は、銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行・郵便局
などの金融機関、コンビニエンスストア、モバイルレジ、
または区役所（収納推進課：第一庁舎2階19番窓口）・赤
羽・滝野川区民事務所でお願いします。

特別区民税・都民税、 軽自動車税（種別割）で、 各納期限を過ぎても納付の確認ができないもの。

得
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※　障害年金、遺族年金からは住民税は引き落としされません。
※　以下の方は対象になりません。
　　①　1月2日～3月31日の間に北区外へ転出した方
　　②　老齢基礎年金等の受取額が、年間18万円未満の方
　　③　特別徴収すると年金の支払を受けられなくなる方
※　年度の途中に、年金からの特別徴収が中止となる場合があります。

前年度の年税額の1/6ずつ 今年度の年税額から仮徴収額を
差し引いた額の1/3ずつ

　納税の利便性の向上を図るなどの理由から、以下の方は公的年金等の所得にかかる住民税
が年金から引き落としされます（他の所得にかかる住民税は引き落としされません）。これ
は納税方法が変わるだけで、税負担が増えるものではありません。

　個人住民税の納税者で、前年中に公的年金等を受給されている方のうち、当該年度の初日
（4月1日）に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方。

・年税額の2分の1は、6月と8月に普通徴収となります。
・残りの2分の1は、10月、12月、翌年2月の年金から引き落としされます。

・年6回の年金支給の際に、住民税が年金から引き落としされます。
・4月、6月、8月は、前年度の年税額の6分の1が引き落としされます。（仮徴収）
・10月、12月、翌年2月は、今年度の年税額から仮徴収額を差し引いた金額が3回に分けて
　引き落としされます。（本徴収）

(年税額60,000円
の場合)

(年税額63,000円
の場合)

10,000円 10,000円 10,000円 11,000円 11,000円 11,000円

10,000円10,000円10,000円15,000円15,000円



A

Q Q

8

7

9

納期限の翌日から一か月を
経過する日までの割合

納期限の翌日から一か月を
経過した日以降の割合 特例基準割合の率期　間

平成１２年１月１日から
平成１３年１２月３１日まで
平成１４年１月１日から
平成１８年１２月３１日まで
平成１９年１月１日から
１２月３１日まで
平成20年１月１日から
１２月３１日まで
平成21年１月１日から
１２月３１日まで

平成26年１月１日から
１２月３１日まで

平成22年１月１日から
平成２５年１２月３１日まで

平成２７年１月１日から
平成２８年１２月３１日まで
平成２９年１月１日から
１２月３１日まで
平成30年１月１日から
令和2年１２月３１日まで

※１  平成２６年１月１日以降より、納期限の翌日から一か月を経過する日までの割合は、特例基準割合＋１％で計算されます。
※２  平成２６年１月１日以降より、納期限の翌日から一か月を経過した日以降の割合は、特例基準割合＋７．３％で計算されます。

　住民税を期別ごとに定められた納期限までに納税していただけない場合は、納期限の翌日から完納
の日までの日数に応じて、不足税額に以下の割合で計算した延滞金額を本税に加算して納付していた
だくことになります。

　定められた納期限までに完納されない方には、督促状や催告書をお送りしています。それでも納付し
ていただけず、連絡・相談もない方には、公平の見地からやむを得ず滞納処分を行うことになります。
　滞納処分とは、預貯金・給与・不動産などの財産を差押え、未納の住民税に強制的に充てる手続きで
す。
　また、住民税を一時的に納付できない方のために、申請による猶予制度があります。猶予が認められ
ると、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除され、財産の差押や換価（売却）が猶予されます。
猶予制度には要件がありますので、詳細については、収納推進課の納税担当者にご相談ください。

年４．５％

年４．1％

年４．4％

年４．7％

年４．５％

年４．3％

年２．９％　※１

年２．8％　※１

年２．7％　※１

年２．6％　※１

４．５％

４．1％

４．4％

４．7％

４．５％

４．3％

1．９％

1．8％

1．7％

1.6％

年１４．６％

年９．２％　※２

年９．1％　※２

年９．0％　※２

年8.9％　※２

督促状がきたので区民事務所で納めましたが、夫
が一週間前に納めていました。
還付金はいつもらえますか。

住民税第１期分（納期限6月末日）を納め忘れ7月
12日に銀行で納付しましたが、7月20日付で督促
状が届きました。なぜでしょうか。

　税金が重複して納付されたことが確認されるま
で約2週間かかります。
その後「過誤納金還付請求書兼振替依頼書」で請
求いただき、口座に返金されるまで約1ヶ月かかり
ます。

A　納期限までに納付されないと法律に基づき督促
状を送付します。金融機関等で納付したことが確
認されるまで約２週間かかります。行き違いで督
促状が送付された場合は、領収書を確認のうえ督
促状を処分されるようお願いします。
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1

軽二輪

二輪小型自動車

3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

新 税 率旧 税 率

※平成27年３月31日までに登録した車両は新規検査（はじめて車両番号の指定を受けた年月）から13年
　経過するまでは旧税率のままです。

※新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」の欄をご確認ください。

※新規検査から１３年を経過した車両については重課税率が適用されます。なお、環境に配慮した燃料
（電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用）を使用した車両並びに被け
ん引車は重課税率の対象となりません。

　ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。車の排気量、車種などによって、
自動車税（都税）と軽自動車税（区税）に分かれています。さらに軽自動車税には環境性能割と
種別割があります。環境性能割は三輪以上の軽自動車を取得したときにかかる税金で、当分の
間、東京都が取り扱います。税率は、燃費基準値達成度等に応じて、非課税～通常の取得価格
の２%です。ここでは軽自動車税の種別割についてご案内します。種別割は、北区内に定置場
があり４月１日現在原動機付自転車や軽自動車等を所有している方（法人を含む）にかかる税
金です。定置場とは、車の運行を休止した場合に、主として駐車する次の場所をいいます。 

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

2,400円

5,900円

3,600円

6,000円

車両

軽自動車税（種別割）とは
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て
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4

3

●グリーン化特例(軽課)

申告に必要なもの（区役所が申告場所のとき）

種　別
税率（年額）

75％軽減（※1） 50％軽減（※2） 25％軽減（※3）

　平成31年４月１日から令和2年３月３１日までに新規検査を受けた軽自動車（新車）で、排出ガス性能
および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、令和2年度分のみ軽課が適用されます。

　納税通知書は、5月中旬に毎年4月1日現在の所有者に送付します。
　この通知書で、5月末日までに、お近くの銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局など
の金融機関、コンビニエンスストア、モバイルレジ、または収納推進課、赤羽・滝野川
区民事務所で納めてください。

2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

1,000円
1,８00円
2,700円
1,000円
1,300円

営業用
自家用
営業用
自家用

三輪(660cc以下のもの)

乗用

貨物

四輪以上
 (660cc以下
のもの)

①標識(ナンバープレート)　②標識交付証明書(登録時に交付した証明書)　③所有者の印鑑
※盗難に遭った場合は、盗難届出日、受理番号、届出警察署名及び電話番号をお控えください。　
下記の場合も手続きが必要です。      
①標識(ナンバープレート)を破損、紛失したとき　②住所、氏名、定置場などに変更があったとき
③車の排気量に変更があったとき(変更後の排気量が確認できる証明書類が必要です)
      軽二輪、二輪小型自動車、軽自動車（三輪含む）については、各申告先におたずねください。（27頁参照）

※印鑑は朱肉で押すもののみ可。     
※届出者を確認できる書類（免許証、健康保険証など）をお持ち下さい。     
※自賠責保険の加入が義務付けられています。（加入は保険会社等におたずねください）     

※　　各燃費基準の達成状況については自動車検査証の備考欄に記載されています。

※１　電気軽自動車および天然ガス（平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10%以上低減）軽
　　　自動車
※２　ガソリン車およびハイブリット車で平成30年排ガス規制50％低減または平成17年排ガス規制75％低減であり、
　　　令和2年度燃費基準30％達成の乗用車または平成27年度燃費基準35％達成の貨物車
※３　ガソリン車およびハイブリット車で平成30年排ガス規制50％低減または平成17年排ガス規制75％低減であり、
　　　令和2年度燃費基準10％達成の乗用車または平成27年度燃費基準15％達成の貨物車

軽自動車税（種別割）の納期限

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）に
つ
い
て
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1

１箱（２０本入り４９０円）のたばこの税額は約３０９．４２円です。

実施時期別の改正後の税率（たばこ1,000本あたりの税率）

※たばこには、たばこ税の他に消費税も課税されています。

実 施 時 期 等

現 行

令和2年10月1日

令和3年10月1日

5,692円

6,122円

6,552円

930円

1,000円

1,070円

6,622円

7,122円

7,622円

13,244円

14,244円

15,244円

特別区
たばこ税

都
たばこ税

国たばこ税

　平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から３段階で税率が引き上げられます。
　また、加熱式たばこについて課税方式が見直され、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に新課税方式
へ移行します。

1,000 本につき　5,692 円

※たばこ特別税含む

5
　①災害、その他これに類する理由により、生活が困難になった場合 
　②生活保護法により扶助を受けている場合
　③車の構造が身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等を所有している場合
　④「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「愛の手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けて
　　いる方が所有している場合（障害の程度によっては該当しない場合もあります）
　⑤④に該当する方と生活を共にする方が所有していて、障害のある方のために使用する場合
　⑥④に該当する障害者のみで構成する世帯が所有し、常時介護する方が運転する場合
　※④、⑤、⑥に該当する方で、既に自動車税（種別割）、軽自動車税（種別割）の減免を受けている場合は対象となりません。

次のような場合には、軽自動車税（種別割）が減免されることがあります。

減免を受けようとする方は、軽自動車税（種別割）納税通知書が届いてから納期限前 7 日まで

に申請を行ってください。申請方法については税務課税務係（33項）までおたずねください。
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①
②

③ 証明年度の初日（４月１日）の属する年の１月１日に
住んでいたときの北区の住所

ふりがな

○ 郵送による請求方法

○ 委任状の書き方

　北区から転出したり、仕事などで窓口に来られない場合には、郵送による請求ができます
(この手続きは本人申請に限ります)。

や氏名が
確認できる住民票・運転免許証・国民健康保険証などのコピーも同封してください。

〈申請書記載見本〉

④現住所や氏名が確認できる書類（注⑤
　の場合）

証明書１通につき300円の定額小為替

　税の証明書には、個人の秘密（プライバシー）が数多く記載されています。この情報は本人
の承諾なしに他人にお教えすることはできません。
　したがって、ご家族の方であっても、本人の意志が確認できる委任状を提出していただき、
細心の注意を払って証明書を発行しています。
　お手数ですが、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
（注）委任する人の署名・捺印は、必ず委任する本人が行ってください。

令和
（平成）

令和
（平成）

課税証明書
（納税証明書）

生年月日　◯◯年◯月◯日

申請する年度の初日が
属する１月１日時点の　　　北区王子◯丁目◯番◯号
北区の住所

北区滝野川

申請のため

現住所と異なる
場合はご記入下さい。
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　すぐに「納税証明書」が必要な場合は

領収書原本をお持ちください。

住民税及び軽自動車税（種別割）を銀行

などで納めていただくと、区役所で納

付が確認されるまでに約１４日かかり

ます。

税金を納めてすぐに「納税証明書」を取

りたいのですが、どうしたらいいでしょ

うか。

配偶者に頼まれて配偶者の「税証明書」

を取りに来ましたが、委任状がないため

断られてしまいました。配偶者本人に頼

まれたのは間違いないのですが。

北区に最近転入してきましたが住民税の

「税証明書」は北区で取れますか。

住民税の「税証明書」が必要になったの

ですが、申告をしていないので発行でき

ないといわれました。

どうしたらいいでしょうか。

A

A

A

A

　ご本人以外の方が税証明書を申請す
る場合は、ご家族の方であっても委任
状が必要です。
必ず委任状と代理人自身を確認できる
書類（運転免許証、健康保険証など）を
お持ちください。31頁の委任状の書き
方をご参照ください。

　すぐに申告してください。税証明書

の交付は、税額が決定してからになり

ます。なお、所得税の申告義務がある場

合は、税務署で確定申告をして、その控

えをお持ちください。

　令和２年度の住民税は、令和元（平成31）

年中の所得に対して、令和２年１月1日現

在住んでいる区市町村で課税されます。

したがって、令和２年1月2日以降に北区

に転入された方については、令和２年度は

北区で課税されないため、令和２年度の税

証明書は北区で発行できません。

前住所地の区市町村におたずねください。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/
taxanswer/index2.htm

https://www.nta.go.jp/about/organization/
tokyo/index.htm

http://www.tax.metro.tokyo.jp/

http://www.city.kita.tokyo.jp/

納税相談

納税窓口、口座振替、過誤納金に関すること

※この冊子は、一般的な制度の概要を説明しています。詳しくはお問い合わせください。

5948 9541（赤羽駅南口高架下）

（注）納税に関しては、王子区民事務所は除く。

北区役所区民事務所（課税・納税証明書発行と納税（注）ができます）



令和２年6月発行
（基本的な住民税制度についての冊子）

（北区シティプロモーションブランドメッセージ）

JR

２－1－006


